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我
が
国
の
対
ア
フ
リ
カ
外
交
に
つ
い
て
の
官
房
長
官
秘
書
官
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
五
月
二
十
五
日
発
売
の
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
が
、
「
五
年
目
の
新
事
実

ム
ネ
オ
排
除
は
福
田
康
夫
サ
イ
ド
の
指

示
？

ア
フ
リ
カ
大
使
に
『
官
邸
の
意
向
』
を
伝
え
る
」
と
の
見
出
し
で
、

「
鈴
木
宗
男
議
員
と
佐
藤
優
外
務
省
分
析
官
が
逮
捕
さ
れ
て
来
月
で
五
年
が
た
つ
。
鈴
木
は
議
員
に
復
活
し
、
佐
藤
は
作

家
と
な
っ
て
大
宅
賞
を
受
賞
す
る
活
躍
ぶ
り
で
あ
る
。
一
連
の
ム
ネ
オ
事
件
が
国
策
捜
査
だ
っ
た
こ
と
は
周
知
だ
が
、
そ
の

仕
掛
け
が
福
田
康
夫
官
房
長
官
（
当
時
）
サ
イ
ド
だ
っ
た
と
い
う
証
言
が
出
て
き
た
。

鈴
木
事
務
所
の
秘
書
だ
っ
た
ム
ウ
ェ
テ
・
ム
ル
ア
カ
氏
が
、
二
十
二
日
に
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
出
席

し
た
際
、
カ
メ
ル
ー
ン
の
記
者
が
こ
ん
な
話
を
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
。

『
ム
ネ
オ
疑
惑
が
騒
が
れ
る
前
、
カ
メ
ル
ー
ン
大
使
が
、
福
田
官
房
長
官
の
秘
書
官
か
ら
政
府
の
意
向
と
し
て
こ
う
伝
え

ら
れ
た
。
�
鈴
木
と
ム
ル
ア
カ
に
関
わ
る
人
間
（
外
国
人
）
は
わ
が
国
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
�
鈴
木
議
員
に
相
談
す
る
こ

と
は
あ
な
た
方
の
不
利
益
に
な
る
』

こ
の
記
者
は
ア
フ
リ
カ
外
交
団
会
議
に
も
出
席
す
る
ベ
テ
ラ
ン
で
、
日
本
の
外
務
省
に
も
詳
し
い
と
い
う
。
ム
ル
ア
カ
氏

が
言
う
。

一



『
私
の
パ
ス
ポ
ー
ト
偽
造
話
も
後
に
事
実
無
根
と
分
か
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
外
務
省
が
流
し
た
も
の
で
し
た
。
外
務
省

と
福
田
さ
ん
サ
イ
ド
は
鈴
木
さ
ん
の
関
係
者
を
徹
底
排
除
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
』

諸
外
国
大
使
は
官
邸
の
意
向
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
福
田
サ
イ
ド
の
指
示
が
事
実
な
ら
外
交
上
の
大
問

題
だ
ろ
う
。
」

と
い
う
記
事
（
以
下
、
「
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
記
事
」
と
い
う
。
）
を
掲
載
し
て
い
る
事
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
記
事
」
に
書
か
れ
て
い
る
時
期
に
、
福
田
康
夫
官
房
長
官
の
秘
書
官
を
務
め
て
い
た
人
物
（
以
下
、

「
秘
書
官
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
秘
書
官
」
は
、
現
在
も
外
務
省
に
在
職
し
て
い
る
か
。
在
職
し
て
い
る
な
ら
ば
、
現
在
の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

「
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
記
事
」
に
書
か
れ
て
い
る
、
在
日
本
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
特
命
全
権
大
使
（
以
下
、
「
カ
メ
ル
ー
ン
大

使
」
と
い
う
。
）
を
務
め
て
い
た
人
物
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
秘
書
官
」
と
「
カ
メ
ル
ー
ン
大
使
」
が
「
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
記
事
」
に
あ
る
よ
う
な
会
見
を
行
っ
た
事
実
が
あ
る
か
。
あ

る
な
ら
ば
、
右
会
見
が
行
わ
れ
た
日
に
ち
、
時
間
、
及
び
場
所
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



六

五
の
会
見
に
お
い
て
、
「
秘
書
官
」
が
「
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
記
事
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
発
言
を
し
た
と
い
う
事
実
が

あ
る
か
。

七

六
の
「
秘
書
官
」
の
発
言
は
適
切
な
も
の
と
考
え
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


